
亀山市告示第６号  

 亀山市臨時福祉給付金（経済対策分）支給事業実施要綱を次のよ

うに定める。  

  平成２９年１月２０日  

亀山市長  櫻  井  義  之  

 

亀山市臨時福祉給付金（経済対策分）支給事業実施要綱  

 

 （趣旨）  

第１条  この告示は、消費税率の引上げに際し、低所得の住民に与

える負担の影響に鑑み、低所得の住民に対する適切な配慮を行う

ため、暫定的かつ臨時的な措置として実施する、臨時福祉給付金

（経済対策分）支給事業について、必要な事項を定める。  

（定義）  

第２条  この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該

各号に定めるところによる。  

（１）臨時福祉給付金  前条の目的を達するために、臨時福祉給付

金（経済対策分）として市によって贈与される給付金をいう。  

（２）支給対象者  別記の１に掲げる臨時福祉給付金が支給される

者をいう。  

（臨時福祉給付金の支給）  

第３条  市は、支給対象者に対し、この告示に定めるところにより、

臨時福祉給付金を支給する。  

（支給額）  

第４条  前条の規定により支給対象者に対して支給する臨時福祉給

付金の金額は、支給対象者１人につき１万５千円とする。  

（申請受付開始日及び申請期限）  

第５条  臨時福祉給付金の申請受付開始日は、平成２９年３月１日  

とする。  

２  申請期限は、平成２９年７月１日とする。ただし、市長がやむ



を得ない事情があると認める場合は、平成２９年９月１日まで延

長することができる。  

（申請及び支給の方式）  

第６条  臨時福祉給付金の支給を受けようとする者（以下「申請者」

という。）は、臨時福祉給付金（経済対策分）申請書（請求書）

（別記様式。以下「申請書」という。）により申請を行う。  

２  申請者による申請及び市による支給は、次の各号に掲げるいず

れかの方式により行う。この場合において、第３号に掲げる申請

方式は、申請者が全国銀行資金決済ネットワークに接続されてい

る日本国内金融機関（以下「金融機関」という。）に口座を開設

していないときその他第１号又は第２号による支給が困難な場合

に限り行うものとする。  

（１）郵送申請方式  申請者が申請書を郵送により市に提出し、市

が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式  

（２）窓口申請方式  申請者が申請書を市の窓口に提出し、市が申

請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式  

（３）窓口現金受領方式  申請者が申請書を郵送により、又は市の

窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付すること

により支給する方式  

３  申請者は、臨時福祉給付金の申請に当たり、公的身分証明書の

写しの提出により、申請者本人の申請であることを証する。  

（振込口座の確認）  

第７条  振込口座の確認方法については、金融機関の通帳又はキャ

ッシュカードの写し（以下「口座確認書類」という。）により行

うものとし、口座確認書類については、申請者が申請書に添付す

るものとする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認める

場合は、この限りでない。  

（代理による申請）  

第８条  支給対象者に代わり、代理人として第６条の申請を行うこ

とができる者は、次の各号に掲げる者に限る。  



（１）平成２８年１月１日（以下「基準日」という。）時点での申

請者の属する世帯の世帯構成者  

（２）法定代理人（親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付

与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補

助人）  

（３）親族その他平素から支給対象者本人の身の回りの世話をして

いる者等で市長が特に認めるもの  

２  代理人が臨時福祉給付金の支給の申請をするときは、当該代理

人は申請書に加え、原則として委任状を提出しなければならない。

この場合において、市は、公的身分証明書の写し等の提出又は提

示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを

確認する。  

３  市は、代理人が第１項第１号の者にあっては住民基本台帳によ

り、同項第２号及び第３号の者にあっては市長が別に定める方法

により、代理権を確認するものとする。  

（審査及び支給の決定）  

第９条  市長は、第６条の申請書を受領したときは、速やかに所要

の審査を行い、適正であると認めた場合は、支給を決定し、当該

支給対象者に対し臨時福祉給付金を支給する。  

２  前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者が当該各号に定

める場合に該当するときは、臨時福祉給付金を支給しない。  

（１）別記の１の（４）に規定する者  当該者分の臨時福祉給付金

につき、基準日時点の住民票において当該者と同一世帯である

者から代理申請があった場合。ただし、申出が、当該者の基準

日時点の住民票が所在する市町村（特別区を含む。以下同じ。）

に到達した時点で、当該臨時福祉給付金の代理申請について、

支給決定通知が既に行われている場合を除く。  

（２）別記の１の（５）に規定する者  当該者分の臨時福祉給付金

につき別記の１の（５）に規定する養護者から代理申請があっ

た場合。ただし、市において、当該者の入所等の事実を把握し



た時点で、当該者に係る臨時福祉給付金の代理申請について、

支給決定通知が既に行われている場合を除く。  

（臨時福祉給付金の支給等に関する周知）  

第１０条  市長は、臨時福祉給付金（経済対策分）支給事業の実施

に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の

事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行

う。  

（未申請の場合の取扱い）  

第１１条  支給対象者から第５条第２項の申請期限までに第６条の

規定による申請が行われなかった場合には、当該支給対象者が臨

時福祉給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。  

（申請の取下げ）  

第１２条  市長が第９条の規定による支給の決定を行った後、申請

書の不備による振込不可能があり、市が確認等に努めたにもかか

わらず申請書の補正が行わないことその他支給対象者の責に帰す

べき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げ

られたものとみなす。  

（不当利得の返還）  

第１３条  市長は、臨時福祉給付金の支給を受けた後に支給対象者

の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により臨

時福祉給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った臨時福

祉給付金の返還を求める。  

（受給権の譲渡又は担保の禁止）  

第１４条  臨時福祉給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は

担保に供してはならない。  

（その他）  

第１５条  この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別

に定める。  

附  則  

（施行期日）  



１  この告示は、平成２９年２月１日から施行する。  

（失効）  

２  この告示は、平成２９年１２月３１日限り、その効力を失う。  

 

別記（第２条、第９条関係）  

（支給対象者）  

１  支給対象者は、次の（１）から（４）までのいずれかに該当し、

かつ、（５）に該当する者とする。ただし、他の市町村において

臨時福祉給付金が支給される者を除く。  

（１）基準日において、市の住民基本台帳に記録されている者  

（２）基準日以前に、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号。

以下「住基法」という。）第８条の規定により住民票を消除さ

れていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、

いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、

基準日の翌日以後初めて市町村の住民基本台帳に記録されるこ

ととなったもののうち、転出の予定年月日（住基法第２４条に

規定する転出の予定年月日をいう。次の（３）において同じ。）

が基準日以前となっている転出届（同条の規定による届出をい

う。次の（３）において同じ。）を市に行った者であって、転

入をした年月日（住基法第２２条第１項に規定する転入をした

年月日をいう。次の（３）において同じ。）が基準日の翌日以

後である転入届（同項の規定による届出をいう。次の（３）に

おいて同じ。）をいずれかの市町村に行ったことが住基法第９

条第１項の規定による転入の通知により確認されたもの  

（３）基準日以前に、住基法第８条の規定により住民票を消除され

ていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、い

ずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基

準日の翌日以後初めて市の住民基本台帳に記録されることとな

ったもの。ただし、転出の予定年月日が基準日以前となってい

る転出届をいずれかの市町村に行った者で、転入した年月日が



基準日の翌日以後である転入届を市へ行った者を除く。  

（４）基準日において、いずれかの市町村の住民基本台帳に記録さ

れている者のうち、配偶者からの暴力を理由に市に避難し、配

偶者と生計を別にしている者（以下「配偶者からの暴力を理由

に避難している者」という。）及びその同伴者であって、基準

日において市にその住民票を移しておらず、次に掲げるアの要

件を満たし、かつ、イからエまでに掲げる要件のいずれかを満

たしており、その旨を市に申し出たもの  

ア  国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）上、配偶者

と別の世帯に属し、国民健康保険に加入していること又は健

康保険法（大正１１年法律第７０号）、船員保険法（昭和１４

年法律第７３号）、国家公務員共済組合法（昭和３３年法律

第１２８号。他の法律において準用する場合を含む。）若し

くは地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号）

の規定による配偶者の被扶養者となっていないこと。  

イ  その配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護等に関する法律（平成１３年法律第３１号）第１０条の

規定による保護命令（配偶者からの暴力を理由に避難してい

る者にあっては、同条第１項第１号の規定による接近禁止命

令又は同項第２号の規定による退去命令。その同伴者にあっ

ては、同条第３項又は第４項の規定による接近禁止命令）が

出されていること。  

ウ  女性相談所による、配偶者からの暴力の被害者の保護に関

する証明書（地方公共団体の判断により、女性相談所以外の

配偶者暴力相談支援センターが発行した証明書を含む。）が

発行されていること。  

エ  基準日の翌日以降に住民票が市へ移され、住民基本台帳事

務処理要領（昭和４２年１０月４日付け自治振第１５０号自

治省行政局長等から各都道府県知事あて通知）に基づく支援

措置の対象となっていること。  



（５）平成２８年度分の地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の

規定による市町村民税（同法の規定による特別区民税を含むも

のとし、同法第３２８条（同法第７３６条第３項で準用する場

合を含む。）の規定によって課する所得割を除く。以下「市町

村民税」という。）が課されていない者又は市町村の条例で定

めるところにより当該市町村民税を免除されたものである者。

ただし、当該市町村民税が課されている者（当該市町村民税を

免除された者を除く。）の扶養親族等（同法の規定による控除

対象配偶者、配偶者特別控除における配偶者、扶養親族、青色

事業専従者及び白色事業専従者をいう。以下同じ。）を除く。  

２  １の規定にかかわらず、基準日において、次の（１）から（４）

までのいずれかに該当する者は、臨時福祉給付金を支給しない。  

（１）生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第１項に規

定する被保護者。ただし、基準日に保護が停止されていた者及

び基準日の翌日から平成２８年１０月１日までの間に保護が廃

止又は停止された者を除く。  

（２）中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国

残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６

年法律第３０号）に基づく支援給付（以下この（２）において

「支援給付」という。）の受給者。ただし、基準日に支援給付

の支給が停止されていた者及び基準日の翌日から平成２８年１０

月１日までの間に支援給付の支給が廃止又は停止された者を除

く。  

（３）ハンセン病問題の解決の促進に関する法律（平成２０年法律

第８２号）第１５条第３項の規定によるハンセン病療養所非入

所者給与金の受給者。ただし、援護加算（ハンセン病問題の解

決の促進に関する法律施行規則（平成２１年厚生労働省令第７５

号）第１５条第３項に規定する援護加算をいう。以下この（３）

において同じ。）の受給者に限り、基準日に援護加算の認定を

停止されていた者及び基準日の翌日から平成２８年１０月１日



までの間に援護加算の認定を廃止され、又は停止された者を除

く。  

（４）ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第１９条の規定に

よる援護（以下この（４）において「援護」という。）を受け

ている者。ただし、基準日に援護が停止されていた者及び基準

日の翌日から平成２８年１０月１日までの間に援護が廃止され、

又は停止された者を除く。  

３  １の規定にかかわらず、臨時福祉給付金の支給が決定される日

において、日本国籍を有しない者のうち、住基法第３０条の４５

の表の上欄に掲げる者に該当しないものには、臨時福祉給付金を

支給しない。  

４  基準日において配偶者からの暴力を理由に避難している者及び

その同伴者であって、基準日において市にその住民票を移してお

らず、１の（４）のアの要件を満たし、かつ、イからエまでに掲

げる要件のいずれかを満たしており、その旨を市に申し出たもの

については、１の（５）の要件の適用に当たっては、その配偶者

の扶養親族等には該当しないものとみなす。ただし、その際に配

偶者からの暴力を理由に避難している者及びその同伴者が、それ

らのうちいずれかの者の扶養親族等とされていることが確認でき

た場合には、これに基づき臨時福祉給付金の支給に係る審査を行

う。それ以外の場合で、基準日において配偶者からの暴力を理由

に避難している者又はその同伴者の中に市町村民税が課されてい

る者が居ることが確認できたときには、当該者以外の配偶者から

の暴力を理由に避難している者及びその同伴者は、当該者の扶養

親族等であるものとみなす。  

５  基準日において、次の（１）又は（２）に該当する者について

は、１の（５）の要件の適用に当たっては、当該者の養護者の扶

養親族等には該当しないものとみなす。  

（１）障害者（障害者基本法（昭和４５年法律第８４号）第２条第

１号に規定する障害者をいう。）のうち、養護者（障害者虐待



の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律（平成２３

年法律第７９号）第２条第３項に規定する養護者をいう。）か

ら虐待を受けたことにより、同法第９条第２項の規定による入

所又は入居（以下「入所等」という。）の措置が採られている

者。ただし、２月以内の期間を定めて行われる入所等をしてい

る者を除く。  

（２）高齢者（高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等

に関する法律（平成１７年法律第１２４号）第２条第１項に規

定する高齢者であって、基準日において６５歳以上の者（昭和

２６年１月２日以前に生まれた者。）をいう。）のうち、養護

者（同条第２項に規定する養護者をいう。）から虐待を受けた

ことにより、同法第９条第２項の規定による入所等の措置が採

られている者。ただし、２月以内の期間を定めて行われる入所

等をしている者を除く。  



別記様式（第６条関係） 

臨時福祉給付金(経済対策分)申請書(請求書) 

平成28年1月1日時点の住民票所在市区町村 

亀 山 市 長  様 
 
 1．申請者(請求者)  記 入 日 平成  年  月  日 

 ( フ リ ガ ナ ) 
性別 生 年 月 日 現 住 所 

(印字された住所と異なる場合は現住所に訂正してください。) 氏 名 
 

 
印 

   ※本人確認書類を裏面に添付してください。 

 

住 所(平成28年1月1日時点の住民票所在地) 

 

 電 話       (    )       

 2．支給額(請求額) 

支給額(請求額) 15,000円 

 

 3．誓約・同意事項 

(1) 臨時福祉給付金(経済対策分)の支給要件に該当します。 
(2) 臨時福祉給付金(経済対策分)の支給要件の該当性等を審査するため、亀山市が必要な税や手当等の公簿等の確認を行

うこと及び必要な資料を他の行政機関等に求めることに同意します。 
(3) 公簿等で確認できない場合は、関係書類の提出を行います。 
(4) この申請書は、亀山市において支給決定をした後は、臨時福祉給付金(経済対策分)の請求書として取り扱います。 
(5) 亀山市が支給決定をした後、申請書の不備による振込不能等の理由により支払が完了せず、かつ、亀山市が定めた期

間内に、亀山市が申請・受給者(代理人を含みます。)に連絡・確認できない場合には、亀山市は、当該申請が取り下
げられたものとみなします。 

(6) 臨時福祉給付金(経済対策分)の支給後、平成28年度分の市民税・県民税(均等割)が課税されていること、課税者の扶
養親族等であること等臨時福祉給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、臨時福祉給付金(経済対策
分)を返還します。 

上記事項を誓約・同意します。 
申 請 者 氏 名（署名してください。）※代筆可 

 

                                   ※代筆者ではなく、申請者(請求者)の氏名で署名してください。 

 

 4．受取口座 
  【受取口座記入欄】 
   ※通帳又はキャッシュカードの写しを裏面に添付してください。 

金 融 機 関 名 支 店 名 
預金
種別 

口 座 番 号 
(左詰めで記入) 

(フリガナ) 
口 座 名 義 

 
1.銀行 4.信組 
 

2.金庫 5.農協 
 

3.信金  

 

1.本 店 
2.支 店 
3.支 所 
4.出張所 

 

普通        

 

 

 
  ※申請者（請求者）以外の口座への振込みを希望される場合は、委任状、申請者（請求者本人）の本人確認書類のコピー、 

代理受取人の本人確認書類のコピー及び受取口座の通帳又はキャッシュカードのコピーが必要です。 
 
 
    ※代理受給が可能な者（２及び３については、代理権を有することを証明する書類等が必要となります。） 
    1 同一世帯：平成28年1月1日時点での支給対象者の属する世帯の世帯構成者 
    2 法定代理人：親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の権利がなされた補助人 
    3 その他：親族その他平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認めるもの 

 

 

   宛名番号               バーコード         
Ｕ Ｃ Ｆ Ｎ 



 

 
 

本人確認書類 
貼付け 

 
○本人確認書類（住民基本台帳カード、運転免許証、パスポート、健康保険証等
のうち、いずれかのコピー）を貼り付けてください。※有効期限内のものに限り
ます。 

 
※外国人の方の本人確認書類は、在留資格等を確認する必要があるため、在留カード、特
別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書、在留カード又は特別永住者証明書と
みなされている外国人登録証明書のうち、いずれかのコピーとなります。 

 
※詳しくは、同封の案内文書をご覧ください。 

 

 

 

口座確認書類 
貼付け 

 
 

○受取口座の金融機関名、口座番号及び口座名義人(カナ)が分かる通帳又は
キャッシュカードのコピーを貼り付けてください。 

 
※ゆうちょ銀行を選択された場合は、「振込用の店名・預金種目・口座番号(7桁)」(通帳
見開き下部に以下のように記載されています。)をご記入ください。 

 
  ●ゆうちょ銀行の通帳見開き下部の記載イメージ 
  『この口座を他金融機関からの振り込みの受取口座として利用される際は次の内容をご指定ください。 
  【店名】○○○(漢数字3桁)○○○(読み方)【店番】○○○(数字3桁) 
  【預金種目】○○預金【口座番号】○○○○○○○(数字7桁)』 
 
※長期間使用していない口座の場合、振り込みができないことがありますので、平素か
ら使用されている口座をご利用ください。 

 

 


